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農
山
漁
村
民
の
所
得
三
租
税
負
携

回

杉

競

序

地
方
財
政
の
窮
乏
及
び
農
山
漁
村
住
民
の
過
章
一
負
捨
が
指
摘
さ
れ
、
之
に
針
す
る
種
々
ιな
る
劉
策
が
論
ぜ
ら
れ
て
よ
打
既
に
相
営

の
年
月
を
経
た
。
昭
和
十
年
頃
に
は
内
閣
審
議
舎
に
沿
い
て
と
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
中
央
地
方
宇
一
週
中
る
財
政
及
び
税
制
の

根
本
的
改
革
案
が
一
皮
は
第
七
十
同
帝
同
議
舎
に
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
こ
の
時
は
経
済
界
の
不
況
が
問
題
を
前
回
に

押
し
出
し
た
の
で
必
る

3

然
る
に
と
の
法
案
は
成
立
を
見
ナ
、
品
』
(
の
後
支
那
事
務
の
勃
裂
と
た
り
、
近
代
戦
の
特
徴
と

L
て
多
大
の

物
資
と
資
金
と
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
た
め
、
今
や
図
家
財
政
は
未
曾
有
の
緊
張
欣
態
を
長
ず
る
に
烹
っ
た
。
地
方
財
政
の
全
般
的
改

革
が
延
期
さ
れ
る
の
も
亦
乙
の
意
味
で
止
む
を
得
友
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
事
費
陀
よ
っ
て
財
政
経
済
事
情
に
種
々
な
る
溌

動
が
議
想
せ
ら
れ
、
又
経
済
界
の
一
部
に
は
好
景
気
の
見
舞
っ
た
と
と
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
か
〈
て
品
川
方
財
政
に
つ
い
て

は
輩
に
底
念
的
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
等
に
よ
る
減
枕
の
庭
置
が
ん
」
ら
れ
た
に
止
ま
る
。

け
れ
ど
も
時
局
は
今
や
長
期
建
設
の
段
階
に
入
り
、
銃
後
農
山
漁
村
の
財
政
生
活
も
之
を
放
置
す
る
を
許
さ
・
な
い
。
中
央
地
方
を

週
中
る
財
政
及
び
税
制
の
根
本
的
改
革
が
賞
現
さ
れ
る
の
も
と

L

一
二
年
の
聞
の
こ
と
L
友
っ
た
。
こ
の
度
は
事
賓
が
問
題
。
解
決

を
迫
っ
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
携

第
四
十
八
巻

八

C
七

第
五
裁

七
プも



農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
据

第
四
十
八
巻

第
五
競

八

O
八

i¥. 

O 

農
山
漁
村
住
民
の
租
税
負
捲
に
つ
い
て
は
、
之
を
都
市
住
民
と
の
比
較
に
沿
い
て
見
る
と
き
そ
の
過
重
は
似
め
て
明
か
で
あ
る
が
、

更
に
、
前
者
に
於
て
も
小
所
得
者
、
若
く
は
中
小
所
得
階
級
に
特
に
過
重
な
る
負
捲
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
し
左
け
れ
ば

-
な
ら
友
い
。
之
、
今
昭
和
九
年
度
乃
至
十
二
年
度
の
農
山
漁
村
民
の
租
税
負
擦
を
所
得
階
級
別
に
分
析
せ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

最
近
数
年
の
税
制
の
鍵
化
は
主
と
し
て
岡
税
の
側
に
あ
り
、
闘
税
負
拾
の
増
加
も
相
常
の
額
に
ヒ
る
。
け
れ
ど
も
地
方
財
政
は
依
然

多
少
の
膨
脹
を
続
け
、
川
村
税
負

F

拡
に
も
増
加
が
見
ら
れ
る
。
以
下
に
は
問
題
を
直
援
校
に
限
り
、
町
村
税
の
方
に
軍
制
を
沿
い
て

研
山
丸
を
匙
め
た
い
。

順
序
と
し
て
、
先
づ
直
接
関
税
と
地
方
税
と
に
分
ち
問
題
が
後
者
に
あ
る
乙
と
を
明
か
に
し
た
る
後
、
所
得
階
級
別
の
負
捨
欣
況

を
分
析
し
、
更
に
そ
の
最
大
項
目
た
る
戸
数
割
に
立
入
っ
て
数
ケ
村
の
賓
例
を
見
る
と
と
L
す
る
。
併
せ
て
臨
時
地
方
財
政
補
給
金

の
放
岡
市
を
も
検
討
す
る
で
あ
ら
う
。

国
税
及
び
地
方
税
の
負
擢

大
阪
税
務
監
督
局
管
内
に
つ
い
て
見
る
に
、
昭
和
九
年
度
に
は
郡
部
、
即
ち
農
山
漁
村
の
租
税
負
捨
は
一
戸
営
り
五
十
九
国
コ
一
十

三
銭
、
市
部
の
そ
れ
は
百
一
一
十
一
園
五
十
銭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
昭
和
十
二
年
度
に
は
郡
部
七
十
四
国
七
十
二
鏡
、
市
部
二
百
十
七

第

表

同
接

市宮
櫓
害耳
( 

大
甑
税
務
監
督
局

部常

声
営、
皐
f、E
関

合

計王丸・一雪一

新l

部

年

度

r~(\ 
穴接
7 幽
き殺
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H 

. 
き計/

市
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五
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積
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回
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国
税

一王・豆一一一
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府
懸
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市
町
村
役

二
子
六
一

昭

大」

手日

大陸税務監督局、積務統計書、昭和九年度及昭和十三年度。
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圃
四
十
八
銭
に
増
加
し
て
ゐ
る
(
第
一
表
)
O

之
で
見
れ
ば
都
市
の
負
捨
の
方
が
絶
叫
剖
額
は
常
に
大
で
あ
る
が
、
然
し
一
方
都
市
の
経

済
力
の
犬
-
な
る
こ
と
を
考
へ
れ
ば
、
負
捨
は
必
や
し
も
都
市
比
大
友
り
と
は
云
へ
左
い
。
否
、
関
税
の
負
婚
は
道
府
間
開
税
及
び
市
町

村
役
の
そ
れ
に
比
し
て
遥
か
に
負
捨
能
力
に
比
例
し
て
ゐ
る
こ
と
を
根
擦
と
し
て
、
国
税
を
一

O
Oと
し
で
直
接
園
税
地
方
税
合
計

が
幾
何
に
上
る
か
を
見
る
に
、
昭
和
九
年
度
に
沿
い
て
郡
部
三
八
二
、
市
部
一
九
七
と
在
る
。
印
ち
都
市
に
於
て
は
関
税
と
略
同
額

の
地
方
税
を
負
婚
す
る
に
反
し
、
農
山
漁
村
に
て
は
圃
税
の
約
三
倍
の
地
方
税
を
負
婚
し
て
ゐ
る
わ
け
で
る
る
。

叉
大
雑
居
に
見
で

同
巳
資
力
あ
る
農
村
の
納
役
者
は
都
市
の
納
枕
者
の
約
二
倍
に
山
口
問
る
租
叫
怖
を
負
捨
し
て
ゐ
る
と
と
i
L

な
る
。

と
の
鞘
か
ら
見
れ
ば
那

部
の
負
矯
が
川
閉
め
℃
買
い
い

-Z」、
並
刊
日
に
彼
等
山
川
負
揺
の
大
部
介
は
地
方
税
に
あ
る
乙
と
れ
也
知
る
の
で
あ
る
。

大
阪
税
務
監
替
局
管
内
の
郡
部
中
に
は
阪
神
閣
の
如
き
富
裕
左
る
、
従
っ
て
農
村
と
稽
し
難
い
地
域
あ
る
を
以
て
、
依
り
に
全
固

に
つ
い
て
昭
和
十
年
度
租
税
負
捨
を
見
る
に
、
郡
部
は
直
接
岡
枕
十
二
国
二
十
銭
(
一

0
0
)
、
直
接
聞
税
地
方
税
合
計
五
十
三
園
五

十
二
銭
(
四
三
三
、
市
部
は
直
接
闘
枕
六
十
九
閣
一
銭
{
一

O
O
)
、
官
福
岡
税
地
方
税
合
計
百
三
十
周
二
十
四
銭
(
一
八
八
)
と
な
り
、

都
市
と
農
山
漁
村
と
の
負
婚
の
不
均
衡
を
更
に
著
し
〈
一
不
す
の
で
あ
る
。

次
に
昭
和
九
年
島
よ
り
十
二
年
度
迄
の
負
播
増
大
の
内
容
を
見
る
に
、
市
部
に
於
て
も
郡
部
に
於
て
も
、
そ
の
主
在
る
原
因
は
園

税
の
増
徴
に
あ
る
。
殊
に
昭
和
十
三
年
度
の
急
激
な
る
増
加
は
全
く
之
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
度
結
城
財
政
は
臨
時
租

税
増
徴
法
共
の
他
に
よ
り
卒
年
度
約
四
億
闘
の
増
税
を
行
ひ
、
賀
屋
財
政
で
は
北
支
事
件
特
別
税
法
(
後
に
支
那
事
費
特
別
稜
法
)
に
よ

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
積
負
強

第
五
披

iI. 
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四
十
八
巻

八

O
九
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昭和6，7，8年度頃は紹済界の不況に d:~園税:が音量減せるに反し、地方稜負櫓白
方が比較的僅かしか減退してゐない。
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農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
檎

第
四
十
八
各

^ 
O 

第
五
銃

^ 

る
約
一
億
陸
の
増
税
を
見
、
合
計
約
五
億
園
の
増
税
が
行
は
れ
た
。
更
に
十
三
年
度
に
も
支
那
事
焚
特
別
税
法
に
必
い
て
約
三
億
園

の
増
税
を
見
た
。
か
〈
て
園
税
に
於
て
は
基
本
税
法
と
と
れ
ら
の
税
法
と
の
三
階
建
で
増
税
を
賓
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
乙
の
聞
に

地
方
税
は
闘
税
改
定
に
仲
ふ
小
改
定
が
あ
っ
た
の
み
、
新
税
並
び
に
榊
徴
部
分
に
劃
す
る
附
加
税
の
賦
課
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ

芯
か
っ
た
。
然
し
他
方
.
昭
和
寸
一
年
度
よ
り
補
給
金
に
よ
る
減
税
を
賓
現
し
穴
。
昭
和
十
一
年
度
の
臨
時
町
村
財
政
禍
給
金
は
綿

額
一
一
千
高
周
に
過
ず
」
友
か
っ
た
が
、
十
三
年
度
に
は
臨
時
地
方
財
政
補
給
余
と
し
て
総
額
一
億
闘
が
府
腕
及
、
ぴ
市
町
村
代
交
付
さ
れ

主
と
し
て
地
方
税
軽
減
に
吏
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
一
億
聞
が
関
税
増
徴
に
よ
り
賄
は
れ
た
と
と
は
勿
論
で
る
る
。
補

給
金
は
財
政
窮
乏
せ
る
町
村
に
多
〈
輿
へ
ら
れ
る
か
ら
、
第
一
表
に
沿
い
て
十
二
年
度
の
負
捲
が
市
部
に
於
て
叉
郡
部
の
園
税
に
ゐ

い
て
増
加
し
て
ゐ
る
に
拘
ら
や
、
郡
部
の
地
方
税
の
み
減
少
し
て
ゐ
る
の
は
全
く
と
の
補
給
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
向
補
給
金
は

十
三
年
度
に
は
更
に
一
億
三
千
高
園
に
増
額
さ
れ
た
。

か
く
し
て
直
接
税
負
擦
を
概
括
的
に
見
る
と
き
、
農
山
漁
村
民
の
負
捨
が
都
市
住
民
に
比
し
て
重
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
最

近
に
会
い
て
そ
の
主
原
因
た
る
地
方
税
負
捲
が
殆
ど
増
加
せ
や
、
却
っ
て
僅
か
乍
ら
減
巴
た
こ
と
は
注
目
に
値
ひ
す
る
黙
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
と
の
程
度
で
は
農
山
漁
村
民
の
租
税
負
携
の
腫
減
、
若
〈
は
都
市
住
民
と
の
均
衡
と
い
ふ
に
は
甚
だ
遠
い
。
突
に
は
更
に

立
入
っ
て
所
得
階
級
別
に
観
察
を
行
っ
て
見
ょ
う
。

農
山
村
の
所
得
階
級
別
負
措

所
得
階
級
別
租
税
負
捲
に
闘
す
る
資
料
と
し
て
誌
に
利
用
せ
ん
と
す
る
も
の
は
、
内
務
省
地
方
局
が
昭
和
十
年
九
笠
岡
約
四
百
ケ
村



に
つ
い
て
行
ひ
た
る
標
準
的
農
山
漁
村
財
政
調
査
の
調
査
票
で
あ
る
。
即
ち
各
府
燃
に
お
い
て
標
準
的
と
認
め
ら
れ
る
農
村
、
養
露

村
、
山
村
及
び
漁
村
を
夫
々
一
子
ゲ
村
選
び
、
相
営
詳
細
な
る
調
査
を
行
つ
が
ん
際
の
記
録
で
あ
っ
て
、
昭
和
九
年
反
の
数
字
を
示
し
て

ゐ
る
が
、
之
に
よ
っ
て
所
得
の
分
配
欣
況
と
所
得
階
級
別
租
税
負
擦
の
欣
況
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

我
園
に
於
て
園
民
所
得
の
分
配
に
闘
す
る
資
料
は
極
め
て
少
い
。
第
三
一
種
所
得
税
を
負
捲
せ
る
所
得
に
つ
い
て
は
所
得
税
統
計
を

利
則
す
る
ζ

と
が
出
来
る
が
、
発
枕
結
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
と
の
資
料
に
よ
る
外
に
殆
ど
注
が
な
い
。
今
そ
の
巾
標
準
的
農
村

一
O
一
二
及
び
楳
準
的
山
村
一

O
Oに
つ
い
て
内
務
省
が
集
計
し
、
卒
均
一
農
村
及
び
一
山
村
の
諸
項
日
を
算
出
愛
表
し
た
る
も
の
が

る
み
か
ら
、
先
づ
之
H
」
っ
て
全
閣
の
概
況
を
見
る
と
と
i
h

す
る
。
一
回
意
す
べ
き
は
、
滋
に
い
ふ
所
得
と
は
戸
数
割
賦
課
の
際
陀
お

い
て
資
力
算
定
標
準
と
せ
ら
れ
た
所
得
で
あ
り
、
之
に
よ
っ
て
所
得
階
級
川
人
月
を
計
算
し
て
ゐ
る
。
戸
数
制
算
定
が
今
な
ほ
特
需

な
み
調
交
に
と
っ
一
行
け
れ
う
ぬ
た
い
村
が
脱
出
々
あ
る
と
と
か
ら
.

と
の
資
料
の
信
料
肢
に
も
限
界
が
あ
る
ふ
わ
け
で
あ
る
。

第

表

標
準
的
農
山
村
所
得
階
級
別
納
税
人
員
(
昭
和
九
年
度
)

百

庁『，，F
 

十

闘

i
唱
句
咽

d
日
H

Y
ト

陪

除

怯

v
 

百

閲
百

闘百

ブL

五年

4号

八三七
O 七 八 村

111 

六 村

農

J11 

下

王I. ::三

l'~ 

下

一
二
五

↓
ハ
三

二
八

批l

下下

四
O 

i¥ 

以

千

二

千

五

百

二

千

闘

二
千
闘
を
超
ゆ
る
も
の 下

損l

下

五五七

開

tl ιl tl 

下

互L

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
播

第
五
銃

第
四
十
八
巻

i¥ 

丹、

農村及山村の財政収況調査概要(1昭和一f年「月、内務省地方局) (三好重夫、
地方財政及税制の改革、附録によ列。
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合

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
抱

六
六
七

音十

第
四
十
八
巻五

四
六

丹、

第
五
披

戸、

四

第
二
表
に
よ
っ
て
所
得
階
級
の
構
成
を
見
れ
ば
年
所
得
百
五
十
同
以
下
の
小
所
得
者
が
全
村
の
過
半
数
を
占
め
て
ゐ
る
。
唯
農
村

は
山
村
に
比
し
大
所
得
者
が
多
い
。
個
々
の
調
交
票
を
見
れ
ば
農
村
に
る
っ
て
は
最
頻
値
が
百
五
十
回
以
下
の
階
級
に
出
や
し
て
、

合
す
る
と
と
L

な
る
。

五
百
国
以
下
の
階
級
に
現
れ
る
も
の
も
屡
々
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
五
百
闘
以
下
の
三
階
級
に
て
殆
ど
常
に
納
税
人
員
の
大
半
を
匂

さ
て
と
れ
ら
中
小
山
川
相
何
事
引
の
組
税
負
捻
は
如
引
に
在
っ
て
ゐ
る
で
め
ら
う
か
。

分
っ
て
見
る
と
第
三
去
の
如
〈
で
あ
る
。

表

第

百

王五

十

間

以

下

首

国l

tJ: 

ヲ主

百

国l

tA 

^ 
苛

tA 

閥

千

百

闘

以

下

子

主E

百

二

千

闘

二
千
闘
を
超
ゆ
る
も
の

関l

tJ: 

下下

以

百

五

関

以

下

百

十
演l

J;.J: 

楳
撃
的
農
山
村
租
税
負
掠
額
(
昭
和
九
年
度
、

農

村

荷
接
困
税売九

道
府
賑
税

=
、
八
八
二

下

Eヨ
J、.
-'" 

一
、
人
九
八

下

七〔)九

一
、
八
四
五

下

J包

一
、
五
五
(
〕

一
、
〔
}
口
回

ヨt...， .. 三三

ノ、

き
達三

思

吾
己

夫

一
、
是
正

山
ノ、
三五

一
、
宝
一
ハ
回

下

ノ円、

一
、
ニ
一
八

先
づ
百
』
H
問
団
枕
、

問
中
位
倒
)

町

村

続
=
一
、
五
六
五

合
4ニZ

Cコ
呉言十

、一二園、
プ
ベ
一
戸

豆
、
口
六
z
一-

玉
、
五
日
宅

目
、
穴
回
六

三
、
E
D
-
-

ニ
、
三
七
三

一
、
四
五
五

屯一一己主

三
一、

E
孟
五

一、七回一=一

圏
、
六
八
七

凡
口
一

、
プ"

村

Z
、
二
八
一

玉
、
Z
Z
口

園
、
一
吉
一

一
一
、
七
エ
屯

池
山
肘
腕
税
、

可
ず
党
三
二
つ
亡

U
4
1
1…
:
↓
 

同
一
人
常

一
八
・
六
回

邑
六
"
丸
呈

六
向
・
固
守
口

一
六
・
一
王

屯
八
・
国
一

E
一
一
・

D
D

三
四
八
・
六
己

九
一
宅
・

8

一
六
・
八
昔

三三
三三ー. 
"" く2
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千千へ五

百

聞

以

下

百

間

以

下

二

百

周

以

下

五

百

間

以

下

千

闘

以

下

二
千
闘
を
超
ゆ
る
も
の

九
七
五

六
九
ニ

=一六五
一五一

一一
J

豆五

一
、
六
ニ
ニ

八
五
一

旦一石

臣
、
一
き
九

一
一
、
宍
一
五

一
、
四
八
八

Z
A
-
-

一天己
主
己
一

一一六ニ
一一一回

，.マ
ヨ三

Cコ
Cコ

プむ
区王事

四
六
九

豆八

石

六
八
回

、
一-
Z司

王
子
六
九

九一一
E7-ETA

-
六
五
・
=
一

z

-
一
ん
一
・
王
=
〕

園
内
九
・
白
色

穴
(
)
屯
・

0
{〕

之
に
よ
っ
て
先
づ
明
か
た
と
と
は
地
方
税
、
特
に
村
院
負
楠
帽
の
著
し
〈
大
友
る
慰
で
あ
る
。
何
れ
の
階
級
K
あ
っ
て
も
全
負
捲
の

半
ば
は
町
村
枕
で
あ
り
、
之
に
つ
い
で
道
府
膝
枕
で
あ
る
。
同
税
は
大
所
得
者
に
於
て
初
め
て
多
く
注
っ
て
ゐ
る
。
前
惑
の
如
〈
岡

税
負
捻
は
比
較
的
に
能
力
に
感
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
岡
枕
一

O
O
K
封
ず
る
図
税
地
方
税
負
捻
合
計
を
見
れ
ば
、
最
低
の

牙
-L
卜
師
団
式
Z

〉
抽
出
止
と
八
二
亡
是
寸

T
i
l
-
α
r
r
f
t
B
'
P
U
L小

ザ

ノ

J

』
、
、

一
目
寸
↑
p

h
川
リ
プ
ャ
叶
J

・
唱
、
、

h

J

ヘ
}
ノ
・

l
t十干

-

r
ノ
『
寸
「
に

アケ・，一
1
訓
ス

F
ワ
皆
汲
f
R
C
土
台
芸
!
す
ご
〉
・
一

L
、

3
2
E
R股
I
b
一

F
k
r
a似
t
-
ー
も
旦
u
e
t
T

一
r
L
=
主ノ

』
』
ふ
叶
J

J

'

u

、J
J

白川

μ
ふ小

-
4ノ
「
に

外
注
ら
な
い
の
で
あ
る
。

九
と
友
る
。
即
ち
小
所
得
者
は
園
税
の
十
倍
乃
至
二
十
倍
の
地
方
税
を
負
携
し
、
彼
等
の
負
捲
過
貫
は
全
く
地
方
税
に
基
く
も
の
に

第
二
に
農
村
及
び
山
村
の
何
れ
に
於
て
も
、
そ
の
一
入
賞
。
負
携
額
を
所
得
に
比
較
す
る
に
、
所
得
の
極
め
て
大
友
る
部
分
が
之

に
奪
は
れ
る
の
陀
寧
ろ
驚
か
ぎ
る
を
得
な
い
。
百
五
十
園
以
下
の
階
級
に
て
約
十
八
闘
を
負
捨
ナ
る
か
ら
卒
均
五
六
十
国
の
所
得
と

三
十
六
闘
の
負
捲
は
二
割
に
近
く
、

そ
れ
以
上
の
階
級
で
は
二
割
弱
で
あ
る
。

見
れ
ば
そ
の
三
割
に
達
し
、
平
均
四
十
園
の
所
得
と
見
れ
ば
四
割
に
及
ぶ
c

三
百
闘
以
下
の
階
級
の
卒
均
所
得
を
二
百
国
と
見
れ
ば

こ
の
資
料
に
て
ぽ
所
得
を
賓
際
よ
り
低
〈
見
て
ゐ
る

傾
向
が
る
る
か
ら
千
二
百
国
以
下
の
階
級
が
第
三
種
所
得
税
充
税
黙
前
後
の
所
得
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
約
百
八
十
闘
の
直
接
税

を
負
携
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
都
市
生
活
者
忙
は
殆
ど
想
像
し
難
い
程
で
あ
る
。

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
指

第
四
十
八
巻

" 

第
主
観

八
五



農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
携

第
四
十
八
巻

第
五
銃

i¥. 
:t>; 

^ 
四

更
に
小
所
得
階
級
の
人
員
多
き
と
と
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
人
々
の
負
捨
決
し
て
軽
か
ら
ざ
る
こ
長
一
よ
り
、
小
所
得
階
級
が
全
村
租

税
額
に
於
て
占
む
る
割
合
は
相
営
に
高
い
も
の
で
あ
る
。
部
ち
千
二
百
園
以
下
の
諸
階
級
は
金
村
直
接
聞
税
制
削
の
約
六
割
(
農
村
)
乃

至
七
割
五
分
(
山
村
}
そ
負
捨
し
、
道
府
牒
税
及
び
町
村
税
の
約
八
割
(
農
村
)
乃
至
九
割
(
山
村
)
化
及
ぶ
の
で
る
る
。
ま
と
と
に
中
小

所
得
者
の
負
強
重
か
ら
ざ
る
を
符
友
い
所
以
で
あ
る
。

以
上
に
於
て
は
直
接
聞
税
、
道
府
間
相
栓
及
、
ぴ
町
村
枕
の
三
つ
に
分
ち
観
察
し
た
が
、
更
に
各
松
の
内
存
に
立
入
っ
て
分
析
す
る
た

ら
げ
.
小
所
得
階
級
の
資
，
踏
む
泌
置
が
如
何
た
る
税
に
困
る
か
れ
也
知
る
と
と
が
で
者
る
c

農
山
村
共
に
、
道
的
賑
税
中
の
家
屋
税
及

ぴ
雑
種
税
、
又
町
村
税
中
に
て
は
家
屋
税
附
加
税
、
雑
種
税
附
加
税
及
び
戸
数
割
が
そ
の
主
な
る
も
の
で
る
る
。
例
へ
ば
農
村
に
つ

い
て
百
五
十
周
以
下
の
階
級
に
て
は
家
屋
税
と
雑
種
税
と
に
で
一
六
一
八
回
、
邸
ち
府
腕
柿
税
の
五
割
六
八
万
、
一
一
一
百
国
以
下
の
階
級
に

て
は
八
八
三
闘
に
で
四
割
六
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
又
町
村
税
家
屋
税
附
加
税
及
び
雑
種
税
附
加
税
は
百
五
十
闘
以
下
の
階
級
に
で
一

土
り
上
居
の

一
三
園
、
即
ち
町
村
税
の
約
=
一
割
を
占
め
、
三
百
園
以
下
の
階
級
に
て
は
五
六
四
国
に
で
約
二
割
を
占
め
て
ゐ
る
。

階
級
に
於
て
は
こ
れ
ら
の
税
の
占
む
る
割
合
は
小
と
友
っ
て
ゐ
る
。
最
後
に
戸
数
割
負
捨
に
至
つ
て
は
各
所
得
階
級
に
て
町
村
税
の

五
割
乃
至
七
割
五
分
の
大
友
る
部
分
を
占
め
、
農
山
村
民
負
捲
の
過
重
の
最
大
原
因
で
あ
る
。
(
第
四
表
叫

所

地¥

租 Ii宣 標

所 1接語
得 V 血

税|園 z
其|税富

イ也 / 目〆別
租
設

負
遇措

額

府昭
平日
九
年

豚度

積車
f世
間l

其
の
他

第
四
表

町

村'

税

得

階

級

鹿

‘ 特百地
山容E

Cコ 地 附

毛村積加

一

地
咽
特
別

情
説
附
加

覗

家
自
民
稔

附
加
税

雑
積
検

附
加
税

雑
種
税

家
屋
税

其

イ也

戸
数
割

百

五

十

周

以

下

"'-
プ"
プ"

"" "" J、

石

六一=〕

五
八
六

一、七五百一

会

ノ、
宗

前掲責料による。6) 
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下

五

百

園

以

下

八

百

回

以

下

千

二

百

回

以

下

千

五

百

園

以

下

二

千
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以

下

二
千
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超
ゆ
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芝

、
Eヨ

ー
ノ、
プむ
= 
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き
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Z量
内
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五
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E 

毛
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売

宅

ノ、
プて冨
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J、

三三

三量二
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門
口
五

売

自

六
八
四
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一
、
七
九
二

一
、
五
八
回

-'" ヨZ

芳、
/一、

j、
'" 

立ヨ
Cコ

= 

Zヨ
Zヨと壬

= 

一

回
六
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ヨE
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t 
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J恒

三五
7~ 
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」町，、
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三Z
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E司
ノ、

一

、
zョ
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:5" 売

/、.
7て

三三
Z童書

吾
元

国
;"之

一
一
、
一
』
叫
ん

一、九一一=石

:豆

亡コ
巨ヨ一、コ

ab
一

にごコ

= 
.~ = 

:言、
Cコ

一一一一口
百
五

-'" 
Z司

ノ、

宅

，.、
て

7Lミ
ノ、

一
、
六
口
八

三要
」恒-'" 

o.r 
-l:: 

4
↓一

~ 

岨村
若豆一〕一四

;&: 
路一

ーゴ

ーー、.，エ

)'\~ 
~I~ 

プμ
玉=

三三
フ句
.. 
Cコ-'" ーも:

-'" 

三己

豆..
ノ、ー

六
4
4

三
プ可Z
E寄

か
く
し
て
農
山
村
の
租
税
負
櫓
過
重
の
原
因
、
特
に
小
所
得
者
の
負
擦
過
重
の
原
因
が
府
賂
税
家
屋
税
、
雑
種
税
、
町
村
税
戸
数

.. .. 
老

割
、
家
屋
税
附
加
税
及
び
雑
種
税
附
加
税
に
あ
る
こ
ん
を
知
っ
た
。
タ
論
農
村
の
土
地
負
携
も
亦
決
し
て
少
く
友
い
の
み
な
白
守
、

経
済
界
の
費
動
、
所
得
の
愛
化
に
癒
じ
て
増
減
さ
れ
難
い
。

ら
負
権
離
減
の
塗
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
L
る
賞
情
は
最
近
識
者
並
び
に
営
局
者
の
注
意
を
惹
き
、
部
分
的
乍

土
地
負
携
に
つ
い
て
は
昭
和
十
三
年
度
に
土
地
賃
貸
債
格
の
改
訂
が
行
は
れ
て
相
首
の
粧

減
と
な
っ
た
。
雑
種
税
及
び
家
犀
税
は
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
に
よ
っ
て
幾
分
か
廃
減
税
が
行
は
れ
、

農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
積
負
摺

第
四
十
八
巻

入
一
五

ひ
い
て
そ
れ
ら
の
附
加
枕
も

第
五
競

" -b 



農
山
漁
村
民
の
所
得
と
租
税
負
強

第
五
銭

丹、

" 

第
四
十
八
巻

八
一
六

制
減
せ
ら
れ
た
。
然
し
何
と
い
っ
て
も
臨
時
地
方
財
政
楠
給
金
の
主
要
目
標
は
地
方
税
負
捲
中
の
最
大
項
目
た
る
戸
数
割
の
軒
滅
に

外
た
ら
た
い
。
吹
に
戸
数
割
負
拾
に
つ
い
て
所
得
階
級
別
の
分
布
と
そ
の
最
近
に
治
け
る
枢
減
欣
況
と
を
見
た
い
の
で
あ
る
。

四

戸
数
割
の
負
携
と
そ
の
軽
減

戸
数
割
は
所
得
と
資
産
朕
況
と
よ
り
見
た
る
線
資
力
を
標
準
と
す
る
市
町
村
税
で
る
り
、
地
方
開
削
闘
が
他
の
租
税
b
L

以
て
文
緋
し

符
ず
る
粧
殺
の
鮒
一
動
に
除
し
て
も
、

-
Z
K
際
じ
て
比
較
的
容
易
に
増
徴
し
符
る
む
他
の
租
税
及
び
税
制
什
収
入
佐
以
寸
文
耕
し
符
ざ
る

と
き
は
歳
入
の
扶
陥
は
(
市
町
村
債
は
別
と
し
て
)
戸
数
割
に
て
市
町
村
民
が
そ
の
負
拾
に
任
や
る
こ
と
与
な
る
。
而
し
て
所
謂
負
櫓
八
万

任
は
自
治
の
精
榊
に
か
友
ふ
も
の
と
一
一
昌
は
れ
る
の
で
る
る
。
然
し
乍
ら
一
般
に
地
方
行
政
事
務
の
劃
一
化
よ
り
来
る
歳
出
の
膨
脹
に

劃
膝
し
て
地
方
税
収
入
は
増
さ
た
い
。
梢
助
金
収
入
も
期
待
出
来
た
い
揚
合
に
は
戸
数
割
負
婚
の
増
嵩
怠
る
趨
勢
を
招
い
た
こ
と
は

営
然
で
る
り
、
之
が
今
日
大
都
市
を
除
〈
一
般
市
町
村
財
政
の
賞
情
で
あ
る
。

仮
令
首
該
市
町
村
に
豊
か
及
る
経
済
力
、
従
っ
て
課
税
力
及
〈
と
も
粧
費
が
膨
脹
す
る
結
果
と
し
て
戸
数
割
は
高
か
ら
ざ
る
を
得

た
い
。
し
か
も
周
知
の
如
く
都
市
と
農
村
と
の
聞
に
経
済
力
の
懸
隔
大
と
た
れ
る
の
み
左
ら
や
、
最
小
行
政
匝
劃
た
る
町
村
相
互
の

聞
に
も
経
済
力
の
差
は
か
た
り
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
近
畿
地
方
に
ゐ
け
る
標
準
的
農
山
漁
村
の
卒
均
所
得
階
級
別
戸
数
に

た
い
て
も
相
営
の
差
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

第

五

表

所

得

階

恕

百

五

十

関

以

下

近
畿
地
方
標
準
的
農
山
漁
村
の
所
得
階
級
別
納
校
戸
毅
(
昭
和
九
年
度
)

農

村

養

置

村

山

材

ニ

六

三

二

O
九

一

五

七

漁

七村

前掲調査原票により作成。7) 
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四
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四
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一
二
三

九
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五
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官官百
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以

下下
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以
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以

下

大

五
七
五

四

一一一
一
五
大

六

五

O
九

合千
闘千
を
超
ゆ
る
も
の

計

五
八
九

農
村

K
比
し
・
山
村
双
ぴ
漁
村

K
沿
い
て
大
所
得
者
の
桜
め
て
少
い
と
と
は
一
般
で
あ
る
。
農
村
に
て
千
二
百
聞
以
と
の
所
得
階
級

の
も
の
二
十
-
一
戸
を
数
へ
る
に
反
し
、
山
村
に
て
は
僅
か
八
戸
に
過
ぎ
な
い
。
か
〈
の
如
き
所
得
階
級
構
成
上
の
差
が
あ
り
乍
ら
.
一

様
に
M
V
J

械
の
終
時
引
役
文
併
す
や
た
め

K
戸
数
割
が
賦
課
さ
れ
る
た
ら
ば
、

負
摘
の
過
重
一
と
庁
一
る
の
み
た
ら
一
す
、

一見

κ同
所
得
階
級
K

属
す
る
者
に
劃
し
て
も
村
に
よ
っ
て
負
婚
に
軽
量
の
開
き
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

昭
和
十
年
度
以
降
は
直
接
園
税
、
道
府
間
開
税
、
町
村
税
の
す
べ
て
に
つ
き
調
査
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
寧
に
戸
数

制
負
躍
に
つ
い
て
突
の
六
ケ
村
の
比
較
を
行
ふ
こ
と
L
ず
る
。

第

六

表

標
準
的
薮
ケ
村
に
於
け
る
所
得
噂
級
別
同
教
割
負
櫓
(
車
杭
開
)
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と
の
第
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表
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よ
っ
て
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
に
よ
る
較
減
以
前
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
第
七
表
上
段
の
如
き
高
率
の
負
捲
欣
況
と

な
る
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前掲調査原票及び各村戸数寄l賦課側表よ習作成。8) 
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七
・
人
人

-
=
一
王
・
九
八

三
一
二
・
回
八

さ
了
一
回

回
目
・

zz
一E
・ZNA

R
D
-
七
回

ヨゴ

7
E

一

Z
A
・蓋

八
六
・
九
日
屯

屯
回
・
一
四

七
千
き

大
憾
の
程
度
目
前
掲
全
闘
平
均
と
大
差
た
く
、
直
接
岡
松
地
方
税
負
捨
ム
口
計
が
所
得
の
ご
=
一
割
に
首
っ
て
ゐ
る
中
、
戸
数
割
の
み

で
所
得
の
一
一
割
前
後
が
課
徴
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
c

而
も
昭
和
九
年
度
よ
り
も
後
年
度
の
方
が
概
ね
高
く
、
補
給
金
に
上
る
艇
減
な

L
A
寸
れ
ば
戸
数
割
は
依
然
d
し
て
続
々
尚
準
〈
泊
る
ば
か
り
で
あ
る
。

第
二
に
村
に
よ
っ
て
そ
の
負
拾
に
極
め
て
大
た
る
差
異
あ
る
と
と
が
明
か
で
あ
る
。
卸
ち
同
一
所
得
階
級
に
属
し
て
ゐ
乍
ら
、
高

率
な
る
村
と
低
率
た
る
村
と
で
は
二
倍
か
ら
三
倍
の
聞
き
が
る
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
昭
和
十
二
年
度
の
吉
美
村
の
負
強
に
比
す

れ
ば
、
十
三
年
度
の
黒
田
村
の
負
携
は
各
所
得
階
級
と
も
約
三
倍
に
営
る
。
而
し
て
そ
の
原
悶
の
一
は
戸
数
割
の
高
卒
、
即
ち
同
じ
揚

合
に
金
村
一
戸
営
額
は
前
者
に
公
い
て
二
十
三
同
七
十
二
銭
た
る
に
後
者
四
十
二
闘
三
銭
と
約
二
倍
に
た
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
あ
る
。

又
所
得
の
見
積
り
に
綬
巌
の
差
あ
る
と
と
も
影
響
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
所
得
階
級
の
構
成
に
大
な
る
原
因
が
あ
る
乙
と

も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
友
い
。
吉
美
村
に
て
は
千
二
百
闘
以
上
の
所
得
階
級
が
十
五
戸
(
十
二
年
度
)
、
黒
田
村
に
て
は
僅
か
一
戸
乃
至

二
戸
で
あ
る
。
同
じ
く
金
村
一
戸
賞
り
額
が
二
十
飴
固
の
村
で
あ
っ
て
も
犬
所
得
階
級
の
僅
少
な
る
輿
謝
村
、
波
多
野
村
、
黒
田
村

(
九
年
度
)
及
び
伊
根
村
は
然
ら
ざ
る
士
ロ
美
村
及
び
江
川
村
に
比
し
て
一
般
に
負
携
が
重
い
。
し
か
も
小
所
得
者
の
負
捨
過
重
の
原
因

は
主
と
し
て
之
に
依
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
e

若
し
又
小
所
得
者
の
負
捲
に
考
慮
+
ゲ
一
排
ふ
た
ら
ば
中
所
得
者
の
負
捨
が
重
く

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
若
し
大
所
得
者
に
特
に
重
き
負
捨
を
課
す
る
と
き
は
彼
等
の
離
村
を
ゐ
そ
れ
ね
ば
友
ら
な
い
か
ら
で
る
る
。

以
上
は
各
年
度
嘗
初
抽
出
算
に
よ
る
戸
数
割
負
捨
欣
況
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
質
上
は
昭
和
十
一
年
度
よ
り
臨
時
町
村
財
政



補
給
金
及
び
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
に
よ
っ
て
こ
れ
に
相
営
の
騨
減
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
補
給
金
の
最
も
大
な
る
同
様
は
戸
数
割
負

拾
の
醇
減
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
申
引
に
は
そ
れ
が
如
何
な
る
稜
皮
の
投
田
市
を
あ
げ
た
か
を
検
討
す
る
要
が
あ
る
。
唱
和
十
一
年

度
に
は
補
給
金
は
少
額
で
あ
っ
た
か
ら
奥
謝
村
も
江
川
村
も
之
に
よ
る
戸
数
割
の
軽
減
は
友
か
っ
た
が
、
十
二
年
度
及
び
十
三
年
度

に
は
可
成
り
の
瀬
に
上
り
、
上
掲
諸
村
に
沿
い
て
戸
数
割
の
四
五
%
乃
至
六
三
%
、
邸
ち
凡
そ
字
額
を
糎
減
し
得
た
の
で
あ
る
。
従

つ
で
第
七
表
下
段
に
見
る
如
く
、
臨
減
後
は
百
五
十
関
以
下
の
階
級
は
一
戸
賞
卒
均
二
同
二
十
四
銭
乃
至
七
間
十
二
銭
と
な
り
、
一
ニ

百
関
以
下
の
階
級
は
五
闘
四
十
銭
乃
五
十
七
闘
八
十
六
銭
と
い
ふ
程
度
と
在
っ
た
。
字
減
し
た
か
ら
、
所
得
に
劃
し
て
凡
そ
五
分
程

度
の
負
婚
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
此
の
桜
減
は
農
山
漁
村
氏
に
と
っ
亡
は
誠
に
喜
ぶ
ぺ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
終
下
銃
後
針
策
と

し
で
も
大
な
る
意
義
を
も
っ
て
ゐ
る
。
け
れ
M

と
も
向
補
給
金
が
概
ね
機
械
的
畑
山
準
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
、
又
軽
減
が
各
納
枕
者
に
針

し
会
〈
阿
一
本
で
枕
さ
れ
る
結
川
ー
と
し
て
所
得
階
級
構
成
の
杓
異
K
幕
く
負
携
の
不
均
衡
及
び
中
小
階
級
の
相
劉
的
週
軍
負
婚
は
依

然
と
し
て
改
ま
ら
な
い
。
勿
論
根
本
的
に
は
、

こ
の
補
給
金
が
一
面
的
に
負
捨
の
軽
減
の
み
を
目
的
と
し
、
地
方
財
政
の
改
善
芳
寅

を
考
へ
で
ゐ
な
い
こ
と
に
基
〈
が
、
結
局
戸
数
割
課
税
の
絞
黙
は
そ
の
主
左
る
部
分
に
於
て
改
善
さ
れ
て
ゐ
左
い
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
昭
和
九
年
度
以
後
の
町
村
の
地
方
税
負
拾
が
十
二
年
度
に
沿
い
て
始
め
て
減
少
に
持
じ
た
こ
と
だ
け
は
臨
時
地
方
財
政

補
給
金
の
妓
果
た
る
こ
と
明
か
で
あ
る
。

五

結

論

農
山
漁
村
に
必
け
る
租
税
負
携
を
所
得
と
の
閥
聯
に
沿
い
て
観
察
す
れ
ば
大
略
上
速
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
資
料
の
関
係
上
、
全

農
山
漁
村
氏
の
所
得
と
租
税
負
強

第
四
十
八
巻
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九
回

園
町
村
に
つ
い
て
調
売
す
る
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
け
れ
芝
も
、
之
に
よ
っ
て
明
か
と
一
た
っ
た
と
と
は
少
く
と
も
次
の
諸
献
で
る
る
。

第
一
に
地
域
的
に
見
て
都
市
と
農
山
漁
村
と
を
比
較
し
て
農
山
漁
村
の
負
擦
が
大
な
る
と
と
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
の
大

な
る
部
分
が
地
方
税
負
権
で
あ
り
、
時
間
的
に
見
れ
ば
昭
和
十
一
年
度
以
後
の
負
捨
増
加
は
主
と
し
て
園
税
の
増
徴
に
よ
る
も
の
で

あ
り
山
総
っ
て
農
山
漁
村
に
か
い
て
は
そ
の
負
捨
比
較
的
増
加
せ
や
、
殊
に
土
地
賃
貸
債
格
の
改
訂
及
び
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
に

よ
る
地
方
税
の
収
減
に
よ
っ
て
む
し
ん
減
少
に
鞠
じ
た
・

第
二
に
地
方
税
負
携
は
之
を
所
得
階
級
別
に
見
る
と
き
俗
過
章
一
た
り
と
の
感
を
深
く
す
る
。
農
山
漁
村
に
沿
い
て
は
年
牧
百
五
十

園
若
く
は
三
百
園
以
下
の
小
所
得
者
が
過
半
数
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
、
過
重
左
る
負
擦
は
大
所
得
者
の
み
た
ら
や
、
む
し
ろ
多
〈
小

所
得
者
に
及
ば
ざ
る
を
得
友
い
。
都
市
に
て
は
主
と
し
て
第
三
種
所
得
税
の
納
税
者
が
累
進
税
を
謀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
反
し
、
農
山

漁
村
に
沿
い
て
は
第
三
種
所
得
税
売
税
鮪
よ
り
淫
か
下
居
の
多
数
の
小
所
得
者
が
殆
ど
比
例
枕
的
た
高
率
の
租
税
を
負
推
し
て
ゐ

る
。
負
携
を
所
得
に
比
較
す
れ
ば
そ
の
二
、
三
割
に
達
す
る
。

第
三
に
村
税
負
擦
の
過
竿
を
占
む
る
戸
数
割
に
つ
い
て
見
る
に
、
凡
そ
所
得
の
一
割
に
弘
相
常
し
過
章
一
負
捨
の
最
大
原
因
た
る
と

共
に
、
そ
れ
は
村
に
よ
り
大
た
る
差
異
が
あ
る
。
之
、
村
の
皐
位
小
に
し
て
産
業
的
構
成
に
、
叉
所
得
階
級
の
構
成
に
大
た
る
差
異

あ
る
こ
と
に
因
る
と
と
ろ
が
多
い
。
昭
和
十
二
年
度
よ
り
は
臨
時
刻
方
財
政
補
給
金
の
配
分
に
よ
っ
て
そ
の
負
強
は
殆
ど
半
減
せ
ら

れ
た
け
れ
ど
も
、
街
村
相
互
聞
の
不
均
衡
は
依
然
と
し
て
か
左
り
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。

か
く
し
て
地
方
税
負
捨
の
過
重
は
補
給
金
に
よ
O
て
幾
分
か
減
じ
だ
け
れ
ど
も
、
我
L
R

は
更
に
間
野
を
庚
め
て
租
税
以
外
の
公
課

負
捨
に
も
一
瞥
を
輿
へ
、
農
山
漁
村
民
の
負
捨
全
憶
を
見
友
け
れ
ば
た
ら
血
。
前
記
標
準
的
農
山
漁
村
の
財
政
調
査
は
昭
和
九
年
度



の
数
字
に
つ
き
こ
れ
ら
公
課
負
捨
を
調
査
し
た
。
第
八
表
が
全
圏
平
均
を
一
示
す
。
訪
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第
五
抗

九
六

他
、
合
計
九
二
六
六
闘
、
即
ち
闇
鰐
員
一
人
営
り
四
十
七
闘
五
十
一
銭
に
達
し
、
会
開
幽
標
準
的
山
村
平
均
に
沿
い
て
は
部
幕
協
議
費

の
一
六
二

O
闘
を
始
め
と
し
、
合
計
五
四
五
六
圏
、
即
ち
圏
館
員
一
人
営
り
百
五
十
厨
七
十
八
銭
に
も
上
る
。
之
を
租
税
負
捲
と
比

投
ず
れ
ば
、
農
村
に
お
い
て
全
村
一
一
戸
営
潤
税
負
捨
の
五
十
二
国
二
十
四
銭
に
封
し
、

と
れ
ら
負
権
が
十
四
同
五
十
二
銭
と
友
り
、

山
村
に
沿
い
て
租
税
負
拾
の
四
十
一
闘
四
十
一
銭
に
針
し
十
周
一
銭
と
た
る
c

邸
ち
凡
そ
そ
の
三
割
引
制
に
蛍
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
之
佐
共
の
後
の
年
度
に
つ
い
て
見
る
に
、
最
多
摘
を
占
む
る
部
洛
協
議
殺
は
柑
増
加
の
傾
向
に
島
る
。
戸
数
割
負
拾
の
品
明
大

を
抑
制
せ
ん
と
す
る
省
局
の
方
針
が
屡
と
税
外
負
捲
た
る
部
落
協
議
費
に
問
題
を
聴
や
る
こ
と
L
な
つ
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
支
那

事
費
に
よ
っ
て
銃
後
施
設
に
要
す
る
経
費
が
増
加
し
、
屡
と
町
村
役
の
二
割
程
度
に
建
し
て
ゐ
る
例
を
見
る
。
か
く
て
税
外
負
捨
は

盛
T

ろ
増
加
を
積
け
て
ゐ
る
と
見
な
け
れ
ば
左
ら
泣
い
。

幸
ひ
に
し
て
昭
和
十
年
頃
よ
り
農
山
漁
村
の
経
済
欣
態
は
都
市
の
好
況
の
影
響
を
う
け
て
梢
改
善
さ
れ
、
従
っ
て
農
家
総
所
得
も

増
加
に
締
ヒ
た
(
農
林
省
、
農
家
制
服
響
調
査
)
。
勿
論
事
費
勃
幕
以
後
は
著
し
き
務
化
が
各
方
面
に
現
れ
て
ゐ
る
。
銃
後
農
山
抽
出
村
を
貸
地

調
査
し
て
み
る
と
、
そ
の
精
榊
的
緊
張
が
か
L
る
租
税
及
び
税
外
負
携
の
渇
軍
を
も
な
ほ
負
捨
し
能
は
し
め
て
ゐ
る
の
を
感
歩
る
が
、

さ
れ
ば
と
て
地
方
財
政
の
改
革
は
決
し
て
長
〈
放
置
し
得
る
問
題
で
た
い
と
と
は
明
か
で
る
ら
う
。
否
、
む
し
ろ
此
の
際
農
山
漁
村

民
の
生
活
を
安
定
せ
し
め
て
こ
そ
長
期
建
設
の
某
礎
が
出
来
る
の
で
る
る
。


